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1 KANEKO CHEMICAL 

安全データシート(SDSシート) 

1. 製品及び会社情報     

  製品名 ： ローラー・クリーニング液 TC-315FL 

  成 分 : プロピレングリコールモノメチルエーテルと安定剤等の混合物 

 販売者の会社名称、住所及び電話番号 

  販売会社名 ： 株式会社オーディオテクニカ 

  担当部門 ： 特機部 

  住所 ： 〒194-8566 東京都町田市成瀬7-2-1 

  電話番号 ： 042-739-9123 

  FAX番号 ： 042-739-9130 

 供給者の会社名称、住所及び電話番号 

  供給会社名 : 株式会社カネコ化学 

  担当部門 : 営業部 

  住 所 : 〒343-0813 埼玉県越谷市越ケ谷 2-5-2 

  電話番号 : 048-969-5071 

  FAX 番号 : 048-969-5072 

  メールアドレス : info@kaneko-chemical.com 

 緊急連絡用電話番号 : 048-969-5071 

 推奨用途 : 工業用製品 

 使用上の制限 : 推奨用途以外への使用は禁止する。 

 整理番号 : 22517 

2. 危険有害性の要約   

 化学品の GHS分類   

 物理化学的危険性   

  引火性液体 ： 区分 3 

 健康に対する有害性   

  急性毒性（吸入：蒸気）：区分4 

  眼に対する重篤な損傷・眼刺激性：区分2B 

  特定標的臓器毒性（単回ばく露）：区分 3（麻酔作用） 

 GHSラベル要素   

 

 
絵表示またはシンボル ： 

 

 注意喚起語 : 警告 

 危険有害性情報 : 

： 

： 

引火性液体及び蒸気 

吸入すると有害 

眼刺激 
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： 眠気又はめまいのおそれ 

 注意書き   

  【安全対策】 ： 

： 

： 

 

： 

： 

： 

： 

： 

： 

： 

： 

熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。 

容器を密閉しておくこと。 

静電気的に敏感な物質を積みなおす場合、容器を接地すること、アースをとる

こと。 

防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること。 

火花を発生させない工具を使用すること。 

静電気放電に対する予防措置を講ずること。 

適切な保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 

粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。 

屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 

取扱い後はよく手を洗うこと。 

この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 

  【応急措置】 ： 

： 

 

： 

 

： 

 

： 

： 

： 

気分が悪い時は医師に連絡すること。 

（皮膚（又は髪）に付着した場合）直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮

膚を流水／シャワーで洗うこと。 

（吸入した場合）空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させるこ

と。 

（眼に入った場合）水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着

用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 

（眼の刺激が続く場合）医師の診断／手当てを受けること。 

（ばく露またはばく露の懸念がある場合）医師の手当てを受けること。 

（火災の場合）消火するために適切な消火剤を使用すること。 

  【保管】 ： 

： 

： 

： 

: 

: 

 

換気の良い場所で保管すること。 

容器を密閉しておくこと。 

涼しいところ（35℃以下）に置くこと。  

施錠して保管すること。 

火気厳禁 

混触危険物質（強力な酸化剤、酸塩化物、酸無水物、アルミニウム、銅）と隔

離して貯蔵する 

  【廃棄】 

 

： 内容物／容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委

託して廃棄すること。 

3. 組成、成分情報   

  化学物質･混合物の区別 : 混合物 

  化学名又は一般名 : 

： 

プロピレングリコールモノメチルエーテル, CAS No.107-98-2，99wt%以上 

安定剤（国内法律上、開示義務無し）1wt%以下 

4. 応急措置   

  吸入した場合 : 蒸気、ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の新鮮な場所
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： 

に移して呼吸しやすい姿勢で休息させ、医師に連絡すること。 

呼吸が弱いまたは止まっている場合には、衣服をゆるめ人工呼吸を行う。場合 

によっては酸素吸入を行い、直ちに医師の手当てを受ける。 

  皮膚に付着した場合 : 

 

： 

 

： 

大量の水および石鹸または皮膚用の洗剤を使用して充分に洗い落とす。溶剤、 

シンナーは使用しないこと。 

外観に変化が見られたり、刺激・痛みがある場合、気分が悪い時には医師の 

診断を受けること。 

汚染された衣類、靴等を速やかに脱ぐか、取り除く。 

  眼に入った場合 : 

： 

出来るだけ早く医師の診断を受けること。 

直ちに大量の清浄な流水で１５分以上洗う。次にコンタクトレンズを着用 

していて容易に外せる場合は外すこと。まぶたの裏まで完全に洗うこと。 

  飲み込んだ場合 : 

： 

： 

誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受けること。 

医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。 

口を水ですすぎ、速やかに医師の手当てを受ける。 

5. 火災時の措置   

  適切な消火剤 : 泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類。 

  使ってはならない消火剤 : 棒状放水、水噴霧 

  火災時の特有の危険有害性 

   : 

： 

： 

極めて燃え易く、熱、火花、火炎で容易に発火する。 

消火後再び発火するおそれがある。 

火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 

  特有の消火方法 : 

： 

 

： 

危険でなければ火災区域から容器を移動する。 

容器が熱に晒されているときは移動させず、容器及び周囲の設備等に散水し冷

却する。 

安全に対処できるならば着火源を除去すること。 

  消火活動を行なう者の特別な保護具及び予防処置 

   : 

 

： 

過熱により容器からガスが噴出した場合には炎により分解した有毒ガスを吸

引しないように注意する。防毒マスクを使用すること。 

適切な空気呼吸器、防護服（耐熱性）を着用する。 

6.  漏出時の措置   

  人体に対する注意事項、保護具及び緊急時処置 

   : 

 

： 

 

： 

 

 

： 

漏出・漏洩に気付いたらその場から直ぐに避難する。周囲の人も避難させる。 

むやみに拭き取ろうとしない。 

周辺の立ち入りを禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を 

防止する。 

室内の処理作業は、高濃度ガス吸入及び酸欠の恐れがあるので、防毒マスクを 

着用して、局排稼働や窓を開けるなどの十分な換気の下に作業を行う。十分な 

換気ができない場合は必ず空気呼吸器を着用する。 

密閉された場所に立入る前に換気する。 
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  環境に対する注意事項 ： 漏出した物質の下水、排水溝、低地への流出を防止する。 

  封じ込め及び浄化の方法及び機材 

   ： 

 

 

： 

 

： 

： 

危険を伴わずに実施できるときは、容器の漏えい部を塞いで漏れを止める。漏 

えいが止まらないときは、密閉できる空の容器に移し替えるか、開放された 

危険性のない場所に運び出す。 

（回収・中和）不活性材料（例えば、乾燥砂又は土等）で流出物を吸収して、

化学品廃棄容器に入れる。 

（封じ込め及び浄化方法・機材）危険でなければ漏れを止める。 

（二次災害の防止策）すべての発火源を速やかに取除く（近傍での喫煙、火花

や火炎の禁止）。 

7. 取扱い及び保管上の注意   

 取扱い   

  技術的対策 ： 

 

： 

 

： 

： 

： 

吸入したり、眼、皮膚および衣類に液が触れないように、適切な保護具を着用 

し、できるだけ風上から作業する。 

蒸気の発散をできるだけ抑え、適切な換気を行って、作業環境を許容濃度 

（ばく露防止措置の欄参照）以下に保つように努める。 

充填容器のネジ蓋は静かに開閉する。 

『８．ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 

局所排気・全体換気：『８．ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全

体換気を行う。 

  安全取扱注意事項 ： 

 

： 

： 

： 

： 

： 

裸火や高温に過熱された金属等に接触すると熱分解し、有害ガスを発生するこ

とがあるので取り扱いはこれらが近くにない場所で行う。 

熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。 

ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。 

屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 

皮膚と接触しないこと。 

眼に入れないこと。 

  接触回避 ： 『１０．安定性及び反応性』混触危険物質に記載 

  衛生対策 ： 

： 

取扱い時は、飲食および喫煙をしない。 

取扱い後は、手などをよく洗う。 

 保管   

  安全な保管条件 ： 

： 

： 

： 

： 

： 

： 

： 

日光の直射を避ける。 

充填容器は直射日光を避け、低温で換気の良い場所に保管する。 

充填容器は、乾燥した場所に保管し湿気や水滴等による腐食を防止する。 

容器を密閉して冷乾所にて保存すること。 

熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から離して保管すること。－禁煙。 

施錠して保管すること。 

火気厳禁 

容器は密閉し、直射日光のあたらない換気の良い冷暗所に貯蔵する。 
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： 

 

： 

混触危険物質（強力な酸化剤、酸塩化物、酸無水物、アルミニウム、銅）と隔

離して貯蔵する。 

35℃以下で貯蔵する。 

  安全な容器包装材料 ： ステンレス、テフロン、ポリエチレン等 

8. ばく露防止及び保護措置   

 法規制を受ける作業環境

管理濃度 

： なし 

 許容濃度 

 プロピレングリコールモノメチルエーテル 

   ACGIH(2013年版) ： 

： 

TLV-TWA    50ppm 

TLV-STEL 100ppm 

  安衛則第577条の2   

  8時間濃度基準値 ： 50 ppm 

  短時間濃度基準値 ： 設定されていない 

 設備対策 ： 

： 

 

： 

： 

屋内で取り扱う場合には、発生源の密閉化または局所排気装置を取り付ける。 

作業場所に緊急時のシャワー及び洗眼の装置を取り付け、その位置を明瞭に 

表示する。 

作業場には防爆タイプの全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 

消防法の規制に従う。 

 保護具   

   呼吸器用の保護具 ： 保護具着用管理責任者の選定に基づき、有機ガス用吸収缶を使用した適切な防

毒マスクを使用してください。 

   手の保護具 ： 保護手袋（耐薬品性）を使用する。 

   眼の保護具 ： ゴーグル型保護眼鏡を使用する。 

   皮膚及び身体の保護具 ： 耐薬品性保護衣を使用する。 

9. 物理的及び化学的性質   

  物理状態 ： 液体 

  色 ： 無色 

  臭い ： 僅かなエーテル臭 

  融点／凝固点 ： 情報なし 

  沸点又は初留点及び 

沸騰範囲 

： 約 120℃ 

  可燃性 ： 情報なし 

  爆発下限及び 

爆発上限界／可燃限界 

： 1.48～13.74vol% 

  引火点 ： 32℃ (タグ密閉式) 

  自然発火点 ： 270 ℃ 

  分解温度 ： 情報なし 

  ｐH ： 情報なし 
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  動粘性率 ： 情報なし 

  溶解度 ： 情報なし  

  ｎ－オクタノール/ 

水分配係数(log値) 

： 情報なし 

  蒸気圧 ： 12.5mmHg (25℃) 

  密度及び／ 

又は相対密度 

： 0.922 g/㎤ (24℃) 

  相対ガス密度 ： 情報なし 

  粒子特性 ： 情報なし 

10. 安定性及び反応性   

  反応性 ：  法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる。 

  化学的安定性 ： 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる。 

  危険有害性反応可能性 ： 

： 

： 

爆発性過酸化物を生成することがあると推測される。 

強力な酸化剤、酸塩化物、酸無水物、アルミニウム、銅と反応する。 

38℃以上では、蒸気/空気の爆発性混合気体を生じることがある。 

  避けるべき条件 ： 

 

： 

裸火や高温に過熱された金属等に接触すると熱分解し、有害ガスを発生するこ

とがある。 

38℃以上 

  混触危険物質 ： 強力な酸化剤、酸塩化物、酸無水物、アルミニウム、銅 

  危険有害な分解成生物 ： 爆発性過酸化物等 

11. 有害性情報   

  急性毒性   

   経口 ： 区分に該当しない LD50(ラット) ＞5000 mg/kg 

   経皮 ： 区分に該当しない LD50(ウサギ) ＞13000 mg/kg 

   吸入：ガス  ： GHS定義上の液体であるため、ガスでの吸入は想定されず、分類対象外とした。 

   吸入：蒸気 ： 区分 4 LC50(マウス) ＞7,395-9,258 ppm/4h 

  吸入：粉塵/ミスト ： 分類できない データ不足 

  皮膚腐食性／刺激性 ： 区分に該当しない 極めて軽度の刺激（ウサギ） 

  眼に対する重篤な損傷

性／眼刺激性 

： 区分 2B  軽度刺激性あり（ウサギ） 

  呼吸器感作性 ： 分類できない  データ不足 

  皮膚感作性 ： 分類できない  データ不足 

  生殖細胞変異原性 ： 分類できない マウス骨髄赤血球小核試験、Ames試験、遺伝子突然変異試験、

染色体異常試験においていずれも陰性であるが、ガイダンスの改訂により区分

外を選択できないため。 

  発がん性 ： 分類できない ACGIH (7th, 2013) で A4（人に対する発がん性物質としては

分類されない物質）に分類されている。 

  生殖毒性 ： 区分に該当しない 複数の動物種と複数のばく露経路による試験でいずれも

生殖及び発生に対する悪影響が示されなかった。 
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  特定標的臓器毒性 

（単回ばく露） 

： 区分 3（麻酔作用） 

  特定標的臓器毒性 

（反復ばく露） 

： 区分に該当しない 吸入、経口及び経皮の 3経路とも区分に該当しないため。 

  誤えん有害性 ： 分類できない  データなし 

12. 環境影響情報   

  生態毒性   

   水生環境有害性 

 短期（急性） 

： 区分に該当しない 

LC50(96H) 魚類(ニジマス) ＞1000 mg/L 

EC50(48H) 甲殻類(オオミジンコ) ＞500 mg/L 

EC50(96H) 藻類 ＞1000 mg/L 

   水生環境有害性 

 短期（慢性） 

： 区分に該当しない 難水溶性でなく、急性毒性が低いことから 

  残留性・分解性 ： データなし 

  生態蓄積性 ： データなし 

  土壌中の移動性 ： データなし 

  オゾン層への有害性 ： データなし 

13. 廃棄上の注意    

  化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 

   ： 

 

： 

： 

： 

 

： 

： 

 

： 

 

： 

廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性

のレベルを低い状態にする。 

廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 

埋め立て、または投棄を行ってはならない。 

外部へ処理委託をする場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約し

て処理をする。 

容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さない。 

排水処理、焼却等により発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に 

関する法律及び関係する法律に従って処理を行うか、委託をする。 

容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従っ

て適切な処分を行う。 

空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 

 

14. 輸送上の注意  ＊海外への輸出に関しては必ず、弊社までご相談願います。 

  国連番号 ： 3092 

  品名(国連輸送名) ： 1-METHOXY-2-PROPANOL 

  国連分類 ： 3 (引火性液体類) 

  容器等級 ： Ⅲ 

  国内規制がある場合の規制情報 

   陸上規制情報 ： 消防法の規制に従う。 
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  海上規制情報 ： 船舶安全法の規制に従う。  

   航空規制情報 ： 航空法の規制に従う。 

  輸送時の特定安全対策及び条件 

   ： 

： 

： 

 

： 

移送時にイエローカードの保持が必要。 

食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 

輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み

込み、荷崩れの防止を確実に行う。 

重量物を上積みしない。 

15. 適用法令   

  消防法 ： 該当（第 4類引火性液体、第二石油類水溶性液体）指定数量：2000L 

  毒物及び劇物取締法 ： 非該当 

  化管法(PRTR法) ： 非該当 

■化管法改正について 

化管法改正(公布:令和 3年 10月 20日, 施行:令和 5年 4月 1日, 排出・移動

量の把握は令和 5年度から実施、届出は令和 6年度から実施)により、本製品

の化管法改正以後の該当物質は以下となる予定です。【該当物質なし】 

  労働安全衛生法 ： 労働安全衛生法第 57 条に基づく表示対象物質 

・プロピレングリコールモノメチルエーテル（政令番号：496） 

労働安全衛生法第 57 条の 2 に基づく通知対象物質 

・プロピレングリコールモノメチルエーテル（政令番号：496） 

労働安全衛生法第 57 条の 3 に基づくリスクアセスメント実施義務対象物質 

・プロピレングリコールモノメチルエーテル（政令番号：496） 

 

労働安全衛生規則 第 577条の 2（2022年 5月 31日改正安衛則等公布） 

①リスクアセスメント対象物に労働者が屋内において、ばく露される程度を最

小限度にしなければならない。（施行 2023年 4月 1日～） 

②屋内作業場においては、従事する労働者がこれらの物に、ばく露される程度

を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下としなければならない。 

令和 5年度 濃度基準値設定対象物質（施行 2025年 10月 1日～） 

・プロピレングリコールモノメチルエーテル該当。 

8時間濃度基準値： 50ppm 

短時間濃度基準値：設定されていない 

  危険物・引火性の物：該当 プロピレングリコールモノメチルエーテル 

  本製品は労働安全衛生法に該当致します。従い、令和 4年および 5年の労働安全衛生規則等の一部改正する

法律公布・施行に従い、今後は自律的な管理が必要です。改訂内容については以下サイトをご確認頂き、本

製品をご使用頂く事をお願い致します。 →https://cheminfo.johas.go.jp/  

  廃掃法 

  大気汚染防止法 

  航空法 ： 特別管理産業廃棄物：該当（引火点 70℃以下対象） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000946000.pdf
https://cheminfo.johas.go.jp/
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  船舶安全法 ： 揮発性有機化合物(VOC)：該当 プロピレングリコールモノメチルエーテル 

※洗浄槽の開口部の表面積が５㎡以上の場合に適用 

  港則法 ： 施行規則第 194条危険物告示別表第 1  引火性液体 

：該当 プロピレングリコールモノメチルエーテル 

   ： 危規則第 3条危険物告示別表第 1 引火性液体類 

：該当 プロピレングリコールモノメチルエーテル 

16. その他の情報 ： 本 SDSは JIS Z 7252:2019, JIS Z 7253:2019 に準拠して作成しています。 

  引用文献  NITE CHRIP（2020.7.14） 

   職場の安職場の安全サイト モデル SDS（2014.3.31） 

  改訂履歴 : ［2022/4/1］ 

・JIS Z 7252:2019, JIS Z 7253:2019に準拠。 

・化管法改正(公布:令和 3年 10月 20日, 施行:令和 5年 4月 1日)に関する情

報を追記。 

［2023/4/1改訂］ 

・労働安全衛生規則 第 577条の 2（公布：令和 4年 5月 31日改正安衛則等）

に関する情報を追記 

[2024/6/3 改訂] 

・労働安全衛生規則 第 577条の 2（公布：令和 4年 5月 31日改正安衛則等）

に関する情報を追記 

・令和 5年度濃度基準値設定対象物質 濃度基準値を追記 

免責事項 

ここに掲載された情報は、当製品のみに関する情報であり、他の物質と組み合わせて使用された場合には、必ずし

も適用されません。また、いかなる工程での使用にも適用されるということではありません。 

ここに掲載された情報は、この試料改訂発効日において弊社が入手できるものであり、正確で信頼できるものであ

ると考えます。しかしながら、正確度、信頼性、完全性､記載もれに対して何らかの保証をするものではありません。

またいかなる工程での使用も適用されるということでもありません｡使用者の特別な用途に対する適合性、安全性に

ついては、使用者自身の責任においてご判断してください。 

お願い： 

製品安全データシートは､危険有害な化学製品について､安全な取扱いを確保する為の参考情報として､取り扱う事業

者様に提供されるものです｡事業者様はこれを参考に自らの責任において､個別の取扱いなどの実態に応じた適切な

処置を講ずる事が必要です｡本データシートの正確度､信頼性､完全性､記載もれに対して何らかの保証をするもので

はありません。また､安全の保証書でもありません｡本資料はすべて作成･改訂日現在の日本国内の法律に従い作成さ

れています｡                                          以上 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000946000.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000946000.pdf

